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(57)【要約】
【課題】いたずら等により軸方向スコアが破断しない状
態で容器口ら外れてしまうことを確実に防止することが
でき、タンパーエビデント性に優れている合成樹脂製打
栓キャップを提供する。
【解決手段】キャップ本体１の筒状側壁が周方向スリッ
トにより内側壁部と外側壁部に区画され、該外側壁部に
はヒンジ連結部近傍に軸方向弱化線２７が形成され、且
つ外側壁部６ｂと内側壁部６ａとの下端間には、分離領
域、易破断領域及び連結領域が周方向に順に形成され、
分離領域２１は前記軸方向弱化線を基準として、前記ヒ
ンジ連結部と反対側に５～６０゜だけ離れた位置から開
始されてヒンジ連結部側に前記軸方向弱化線から２５～
１６５゜離れた位置まで延びる領域に形成されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器口部に打栓により嵌合固定されるキャップ本体と、該キャップ本体に開閉自在にヒ
ンジ結合された上蓋とからなり、前記キャップ本体は、頂板部とその周縁部から垂下して
いる筒状側壁を有し、該筒状側壁は上端から下方に延びている周方向スリットにより内側
壁部と外側壁部に区画され、該外側壁部の上端部にヒンジ連結部により前記上蓋がヒンジ
結合され、前記内側壁部の下端内面には容器口部の外面と係合する厚肉の係合突起が形成
されてなり、前記外側壁部を前記内側壁部から連結領域を残して周方向に引き裂き可能に
形成されてなる合成樹脂製打栓キャップにおいて、
　前記外側壁部には前記ヒンジ連結部近傍に軸方向弱化線が形成され、且つ前記外側壁部
と前記内側壁部との下端間には、分離領域、易破断領域及び連結領域が周方向に順に形成
され、前記分離領域は前記軸方向弱化線を基準として、前記ヒンジ連結部と反対側に５～
６０゜だけ離れた位置から開始されて、ヒンジ連結部側に前記軸方向弱化線から２５～１
６５゜離れた位置まで延びる領域に形成されていることを特徴とする合成樹脂製打栓キャ
ップ。
【請求項２】
　前記分離領域は、前記連結領域に隣接する連結領域側分離領域、前記ヒンジ連結部下方
に位置するヒンジ連結部下方分離領域、及び前記易破断領域に隣接する易破断領域側分離
領域が周方向に順次連続してなり、前記分離領域の周方向長さは前記筒状側壁の周方向全
周の５０％以下であり、前記易破断領域側分離領域は前記軸方向弱化線と反対側に位置す
るヒンジ連結部端部の下方位置から該ヒンジ連結部と反対側に５～１１０゜だけ離れた位
置まで延びる領域に形成されている請求項１に記載の合成樹脂製打栓キャップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合成樹脂製打栓キャップ、より詳細には、使用後に、キャップ本体を容器口
部から容易に取り外して廃棄することが可能な分別廃棄性を有すると共にタンパーエビデ
ント特性（不正にキャップを容器口部から取り除こうとすると、その痕跡が残留する特性
）を備えた合成樹脂製打栓キャップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　容器口部に打栓により嵌合固定されるキャップ本体と該キャップ本体に開閉自在に設け
られた上蓋とからなる合成樹脂製打栓キャップ(以下、単に打栓キャップという。)は、使
用後工具等を用いない限り容器口部から容易に取外すことができない構造になっている。
しかしながら、最近では、資源の再利用などの観点から、容器とキャップの分別廃棄性が
要求され、内容物取り出し後の使用済み容器から、格別の工具を用いることなく、キャッ
プ本体を容易に取り外すことができるようにした分別廃棄性に優れた打栓キャップが種々
提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　本出願人は、上記特許文献１に記載されているものをさらに改良してより分別廃棄性に
優れた打栓キャップとして、図７、８に示すものを提供した（特許文献２参照）。該提案
の打栓キャップは、容器口部が嵌合固定されるキャップ本体６１とキャップ本体６１に開
閉自在にヒンジ結合された上蓋６２からなり、キャップ本体６１の筒状側壁６６(図８参
照)には、内側壁部６６ａと外側壁部６６ｂに周方向スリット６８が形成されている外側
壁部を引き裂き可能な引き裂き領域Ｘと、引き裂き不能な固定領域Ｙが形成されている。
そして、図７に示す筒状側壁６６のＡ～Ｅ、Ｐの各位置での断面を図８に拡大して示すよ
うに、引き裂き領域Ｘと固定領域Ｙの一方の境界部には、外側壁部６６ｂに上端から下端
まで軸方向スコア６７が形成され（図８Ａ）、引き裂き領域Ｘでは、筒状側壁の厚み部分
を上端から下方に深く延びるスリット６８により、内側壁部の下端部分が引き裂き可能な
薄肉の連結部６９で外側壁部に連結されており（図８Ａ～Ｄ、Ｐ）、固定領域Ｘでは、内
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側壁部６６ａと外側壁部６６ｂとが肉厚連結部７１で一体化され（Ｅ）、引き裂き領域Ｘ
における内側壁部６６ａでは、容器口部との係合突起７０が形成されていない係合突起の
寸断部分７３が薄肉に形成されている（図８Ｐ）。
【０００４】
　上記提案の打栓キャップ６０は上記構成により、内容液を取り出した後の使用済みキャ
ップについて、キャップ本体６１を容器口部から取り外すには、上蓋６１を開いて横方向
又は下方に引っ張ると、まず軸方向スコア６７が破断されて、周方向の引き裂き口が形成
され、ついで上蓋６２を水平方向横倒しの状態で周方向に引っ張ることにより、内側壁部
６６ａと外側壁部６６ｂと連結する薄肉の連結部６９が破断されて、引き裂き領域Ｘで外
側壁部が内側壁部から引き剥がされ、それにより内側壁部の内周面に形成されている複数
(図７では８箇所)の寸断部分７３で分離されている複数の係合突起７０と容器との係合が
緩くなり、キャップ本体６１を容器口部から簡単に引き剥がすことが可能となる。
【０００５】
【特許文献１】特許第３１６１９７７号公報
【特許文献２】特開２００７－２２５６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の合成樹脂製打栓キャップは、未開封のまま上蓋６２を垂直状
態に開いて故意に垂直に引っ張り上げた場合、軸方向スコア６７に引き裂き力が効果的に
作用せずに、軸方向スコア６７が破断せずに引っ張り力が外側壁部全体に引き上げ荷重と
して作用してしまい、その状態で強く上方に引き上げると図９に示すようにキャップ本体
６１が容器口部７２からスポッと抜けてしまう場合がある。このようにして抜けたキャッ
プを上蓋を閉じた状態で容器口部に強く押し込むと軸方向スコアが破断されていない元の
未開封状態になって、一度開封されたことが分からない状態に復帰してしまい、タンパー
エビデント性に欠けるという問題点がある。
【０００７】
　そこで本発明は、流通段階でいたずら等により軸方向スコアが破断しない状態で打栓キ
ャップが容器から外れてしまうことを確実に防止することができ、タンパーエビデント性
に優れ、且つ使用後には工具等を使用しないで容器から簡単に除去できる合成樹脂製打栓
キャップを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上記課題を解決するために種々研究した結果、上蓋を上方に引っ張ったと
きにキャップのすっぽ抜けが生じる原因は、従来のキャップの場合、ヒンジ連結部の下方
位置では外側壁部と内側壁部の連結部は完全に切れているか弱化部となっているが、軸方
向スコアからヒンジ連結部と反対側の部分は、外側壁部と内側壁部の下端が連結している
ため、引き上げ力は軸方向弱化線に対して垂直方向に作用し、軸方向弱化線を引裂く力と
しては殆ど作用せずに、引張り力が軸方向弱化線部からその外側まで達してしまうことに
原因があることが判明し、さらに研究した結果本発明に通達したものである。
【０００９】
　上記課題を解決する本発明の合成樹脂製打栓キャップは、容器口部に打栓により嵌合固
定されるキャップ本体と、該キャップ本体に開閉自在にヒンジ結合された上蓋とからなり
、前記キャップ本体は、頂板部とその周縁部から垂下している筒状側壁を有し、該筒状側
壁は上端から下方に延びている周方向スリットにより内側壁部と外側壁部に区画され、該
外側壁部の上端部にヒンジ連結部により前記上蓋がヒンジ結合され、前記内側壁部の下端
内面には容器口部の外面と係合する厚肉の係合突起が形成されてなり、前記外側壁部を前
記内側壁部から連結領域を残して周方向に引き裂き可能に形成されてなる合成樹脂製打栓
キャップにおいて、前記外側壁部には前記ヒンジ連結部近傍に軸方向弱化線が形成され、
且つ前記外側壁部と前記内側壁部との下端間には、分離領域、易破断領域及び連結領域が
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周方向に順に形成され、前記分離領域は前記軸方向弱化線を基準として、前記ヒンジ連結
部と反対側に５～６０゜だけ離れた位置から開始されて、ヒンジ連結部側に前記軸方向弱
化線から２５～１６５゜離れた位置まで延びる領域に形成されていることを特徴とするも
のである。なお、前記「周方向スリット」は、必ずしも全周に亘るスリットのみを意味す
るのではなく、連結部領域にはスリットを形成しない場合も含むものである。
【００１０】
　前記分離領域は、前記連結領域に隣接する連結領域側分離領域、前記ヒンジ連結部下方
に位置するヒンジ連結部下方分離領域、及び前記易破断領域に隣接する易破断領域側分離
領域が周方向に順次連続してなり、前記分離領域の周方向長さは前記筒状側壁の周方向全
周の５０％以下であり、前記易破断領域側分離領域は前記軸方向弱化線と反対側に位置す
るヒンジ連結部端部下方位置から該ヒンジ連結部と反対側に５～１１０゜だけ離れた位置
まで延びる領域に形成されていることが望ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本願の請求項１～２に記載の発明の合成樹脂製打栓キャップによれば、容器に装着して
ある打栓キャップの上蓋を開いて引き上げたとき、ヒンジ連結部下方の外側壁部が持ち上
がると共に、軸方向弱化線を基準としてヒンジ連結部下方部と反対側に形成されている分
離領域も同時に引き上げられるので、前記分離領域開始点を起点として分離領域が斜めに
持ち上がり、その結果、前記軸方向弱化線部も斜めに持ち上がり、前記軸方向弱化線には
その上端から該弱化線部を引裂く分力が作用し、確実に軸方向弱化線が破断する。したが
って、本発明によれば軸方向弱化線を破断することなく、キャップ本体を容器口から工具
を用いずに除去することは不可能であり、タンパーエビデント性に優れている。
【００１２】
　また、請求項２に記載の発明によれば、より確実に前記軸方向弱化線を破断することが
でき、且つ前記分離領域がキャップ本体の容器口部への保持力に影響を与えることなく、
キャップ本体の容器口部への強い保持力を維持できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下図面に基づいて、本実施形態に係る合成樹脂製打栓キャップを詳細に説明する。
　図１は本実施形態に係る合成樹脂製打栓キャップの正面断面図を示し、図２はその上蓋
を開いた状態での平面図、図３はその底面図である。
　本実施形態の合成樹脂製打栓キャップ５０は、キャップ本体１と上蓋２とから成り、キ
ャップ本体１は、頂板部５と、その周縁部から垂下している筒状側壁６とから構成されて
いる。頂板部５の内面には、筒状側壁６とは間隔を置いて下方に延びているインナーリン
グ９が形成されている。このインナーリング９と筒状側壁６との間の空間に図５に示すよ
うに容器口部４５が嵌め込まれることにより、キャップ本体１は、容器口部４５に装着さ
れて容器が密封される。
【００１４】
　また、頂板部５には、注出用開口を形成するためのスコア１０が形成されており、頂板
部５の上面側には、スコア破断用のプルリング１１が支柱１３を介して設けられている。
さらに、頂板部５の上面側には、スコア１０を取り囲むようにして、注出液案内用の筒状
突起１５が形成されており、注出用開口を介して注ぎ出された内容液は、この筒状突起１
５によって案内される。この筒状突起１５の上端は、ラッパ状に広がって液の排出をスム
ーズに行い得るようになっており、後述するヒンジ連結部２５側において、筒状突起１５
の背が低く形成され、上蓋２を閉じるときに上蓋２の旋回を妨害しないように構成されて
いる。また、筒状突起１５の外側には、上蓋２を保持するための周状突起１７が形成され
ている。
【００１５】
　また、キャップ本体１の筒状側壁６は、内側壁部６ａと外側壁部６ｂとから形成されて
おり、筒状側壁６の厚み部分について、その全周にわたって上端から下方に延びるスリッ
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ト２０により、内側壁部６ａと外側壁部６ｂとに区画されている。尚、スリット２０は、
必ずしも全周にわたって形成されることはなく、円弧状に形成されていてもよい。
【００１６】
　上蓋２は、天板部３１と、天板部３１の周縁から延びているスカート部３３とから形成
され、図１に明示してあるように、キャップ本体１の筒状側壁６の外側壁部６ｂの上端部
分にヒンジ連結部２５によってスカート部３３の下端部が連結されている。このヒンジ連
結部２５は、中央の幅広バンド部２５ａと、その両側の小幅バンド部２５ｂ、２５ｃから
形成されている（図２）。
【００１７】
　天板部３１の内面には、シール用の周状突起３４が形成されている。上蓋２を閉じたと
き、シール用の周状突起３４が注出液案内用の筒状突起１５の内面に密着し、スコア１０
を破断して注出用開口形成後のシール性が確保される。また、上蓋２のスカート部３３の
内面下方部分には、凹部３７が形成されており、キャップ本体１の周状突起１７の上端部
が、この凹部３７と係合することにより、閉じられた上蓋２が安定に保持されるようにな
っている。
【００１８】
　さらに、上蓋２のスカート部３３の外面には、前述したヒンジ連結部２５とは反対側部
分に、開封用鍔４０が設けられている。この開封用鍔４０を指で引っ掛けて上蓋２を上方
に持ち上げることにより上蓋２の開封を容易に行うことができる。また、キャップ本体１
の筒状側壁６（外側壁部６ｂ）の外面には、上蓋２を閉じたときに上記の開封用鍔４０が
位置する部分に、滑らかな凹面４３が形成されており、開封用鍔４０の指での引っ掛けを
容易に行うことができるようになっている。
【００１９】
　以上の構造は、上記特許文献１に記載されたものと同様な構造であるが、本実施形態に
係る打栓キャップ５０は、特に筒状壁部６の外側壁部６bと内側壁部６aとの間に形成され
る周方向スリット２０の下端の形態及び外側壁部６ｂに形成される軸方向弱化線２７及び
ヒンジ連結部２５の位置を以下に詳述するように工夫することによって上記問題点を解決
したものである。
【００２０】
　即ち、本実施形態の打栓キャップでは、筒状側壁６を内側壁部６ａと外側壁部６ｂに区
画する周方向スリット２０の下方位置の形態は、図４に周方向の要部位置での断面を拡大
して示すように、スリット２０が完全に下端まで貫通して内側壁部６ａと外側壁部６ｂ下
端が繋がってなく分離している部分（以下、この部分を分離領域２１ａという）と、外側
壁部６ｂを周方向に引っ張ることによって容易に破断できる易破断連結部２３（図４（ｄ
）（ｅ））で繋がっている易破断領域部分（以下、この部分を易破断領域２１ｂという）
と、内側壁部６ａと外側壁部６ｂとが容易に破断することができない所定の肉厚の非破断
連結部２４（図４（ｆ））で完全に繋がっている部分（以下、この部分を連結領域２１ｃ
という）があり、その３つの形態の組み合わせからなり、その組み合わせ範囲に特徴を有
する。なお、分離領域２１ａの形態は、スリットが完全に下端位置まで貫通しているもの
に限らず、下端が薄膜状に繋がっていているもの等、微弱の力で直ぐに破断でき実質上分
離しているものと同様に機能するものであればよい。さらに、連結領域２１ｃの形態は、
肉厚の非破断連結部２４をスリットを全く設けないことにより形成することもできる。
【００２１】
　図３に筒状側壁６における分離領域２１ａ、易破断領域２１ｂ、連結領域２１ｃが形成
される区間配置の概念を示し、それぞれの領域における図３に示す主要位置での断面形状
を図４に拡大して示している。
【００２２】
　本実施形態では、外側壁部６ｂには、上記ヒンジ連結部２５の一方側の端部（一方の小
幅のバンド部２５ｂ）の近傍において、その上端から下端乃至その近傍まで延びている軸
方向弱化線２７が形成されており、該軸方向弱化線２７は、キャップ使用後に容器からキ
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ャップを除去するに際して、上蓋を開いた状態で下方に引っ張ることによって外側壁部を
該弱化線から軸方向に破断させる役割を果たすものである。本実施形態では、軸方向弱化
線２７は、外側壁部の外周面側に薄肉部２９を残した軸方向スコアとして形成されている
が、必ずしもそれに限らずミシン目など外側壁部６ｂを軸方向に容易に引裂き可能であれ
ばよい。
【００２３】
　そして、図４（ａ）に拡大して示すように軸方向弱化線２７の上端から所定深さに切り
込み(ノッチ)２８が形成され、上蓋を下方に引き下げた場合、軸方向弱化線２７が引き裂
き易いように構成されていると共に、不正にキャップを取り除こうとして上蓋を上方に引
き上げた場合、該切り込みから破断が開始されて、軸方向スコアが容易に且つ確実に破断
できるように構成されている。軸方向弱化線２７は、前記切り込み２８が形成されている
部分以外は、前記したように薄肉部２９を残してスコアが形成され、それにより引き裂き
前まで外側壁部が破断されずに一体に繋がっており、形状を保持している。
【００２４】
　本実施形態では、軸方向弱化線２７は１個のみ形成され外側壁部６ｂは１ヶ所のみで軸
方向に切断されるが、前記切り込み２８は、他方の小幅のバンド部２５ｃ近傍にも設けて
もよい。他方の小幅バンド部近傍にも切り込みを設けることによって、キャップを容器か
ら除去するときに、外側壁部を軸方向に破断し、次いで周方向に引っ張って易破断領域２
１ｂを破断する際、上蓋２が水平方向に倒れ易く周方向破断がより容易となる。
【００２５】
　そして、本実施形態では、軸方向弱化線２７を基準にして周方向左右に前記分離領域２
１ａが形成されている。本実施形態における分離領域２１ａは、軸方向弱化線２７を基準
として、前記ヒンジ連結部２５と反対側（図３における回転方向左側）に５～６０゜、望
ましくは１５～３５゜だけ離れた位置から開始されて、前記ヒンジ連結部側に前記軸方向
弱化線２７から２５～１６５゜、望ましくは１６５～１１０゜離れた位置まで延びる領域
に形成されている。分離領域が軸方向弱化線２７からヒンジ連結部２５と反対側周方向に
５゜以下であるとその作用が生じ難く、６０゜以上であると分離領域が広くなり、キャッ
プ本体の容器口部への係合が緩くなると共に、使用状態でヒンジ連結部が位置する部分が
緩くなり、上蓋の開閉が不安定になり好ましくない。また、分離領域が軸方向弱化線２７
からヒンジ連結部側に２５゜以下であるとその作用が生じ難く、１６５゜以上であると上
蓋の開閉が不安定になると共に軸方向弱化線２７の破断が起こり難くなるおそれがある。
【００２６】
　更に好ましい本実施形態における分離領域２１ａは、前記連結領域２１ｃに隣接する軸
方向弱化線２７までの連結領域側分離領域２１ａ－１、前記ヒンジ連結部下方に位置する
ヒンジ連結部下方分離領域２１ａ－２、及び前記易破断領域２１ｂに隣接する易破断領域
側分離領域２１ａ－３が周方向に順次連続して形成されている。そして、前記連結領域側
分離領域２１ａ－１に続いて前記軸方向弱化線２７からヒンジ連結部の下方位置（この部
分の分離領域をヒンジ連結部下方分離領域２１ａ－２とする）を通過して小幅バンド部２
５ｃの下方位置から図３において右回転周方向に５～１１０゜、望ましくは２５～４５゜
の範囲まで易破断領域側分離領域２１ａ－３が形成されている。易破断領域側分離領域２
１ａ－３が５゜以下であると分離領域の外側壁部６ｂが上方に上がり難くなり、軸方向弱
化線が破断され難くなる。しかしながら、１１０゜以上に設けると装着状態での内側壁部
の拘束が弱くなるので、上記範囲内とする。
【００２７】
　以上のように、本実施形態では分離領域２１ａは、ヒンジ連結部の下方位置ばかりでな
くそれを挟んでその左右にも所定区間に亘って外側壁部と内側壁部の下端が分離している
分離領域を構成している。該分離領域の周方向全周に対する割合は、５０％以下の範囲が
望ましい。分離領域が５０％以上あると内側壁部の拘束が弱く、キャップ本体の係合突起
３５の容器への係合力が弱くなると共に軸方向弱化線が破断され難くなり、望ましくない
。本実施形態では、係合突起を環状突起として形成し、後述するように内側壁部下端に形
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成される軸方向切り込みを、内側壁部の内周面に形成される係合突起３５の容器への係合
保持力を高めるために、周方向に略１８０゜間隔で２本しか形成していないが、該軸方向
切り込みの外周を覆う外側壁部の分離領域２１ａは前記軸方向切り込み位置にかからない
ようにするのが望ましい。
【００２８】
　本実施形態の打栓キャップは、以上のように構成され、使用に際してはキャップ本体が
打栓により図６（ａ）に示すように、容器口部４５に装着されている。
　使用後廃棄するに際してボトルから分離除去するには、上蓋２を開いて下方に引き下げ
ることによって、軸方向弱化線２７を破断し、次いで、その状態で上蓋を外側に倒して周
方向に引き回すことによって、易破断連結部２３が破断され、連結領域のみで外側壁部が
内側壁部と繋がった状態となる。この状態では、内側壁部は外側壁部による拘束が殆どな
くなり、内側壁部は弾性変形により広がりやすくなり、上蓋をさらに上方に引き上げて内
側壁部から引き剥がされた外側壁部を介して引き上げることによって、内側壁部の係合突
起３５が容器口部の係合部を乗り越えるように容易に変形し、打栓キャップを容器口部か
ら簡単に除去することができ、分別廃棄が可能となる。
【００２９】
　以上は、使用済みキャップを容器口部から除去する場合であるが、未開封状態で不正に
キャップを容器口部から取り除こうとした場合には、上蓋２を開いて上方に引き上げよう
とした場合には、ヒンジ連結部２５を介して、筒状側壁の外側壁部６ｂに引張り力が作用
する。その際、本実施形態では、外側壁部６ｂと内側壁部６ａとの分離領域は、ヒンジ連
結部下方部分を挟んで左右に存在し、特に軸方向弱化線２７よりヒンジ連結部下方部分と
反対側にも連結部領域側分離領域２１ａ－１を形成しているので、上方への引張り力よっ
て、図６（ｂ）に示すように連結部領域側分離領域２１ａ－１が連結部領域との境界部を
起点に斜め上方に持上げられる結果、分離領域２１ａの外側壁部６ｂの下端が軸方向弱化
線２７を中心として斜めに浮き上がり、それに伴って、外側壁部の上端縁周方向の張力が
働くため、軸方向弱化線２７の上端から破断が起こる。特に、本実施形態では、軸方向弱
化線２７の上端には予め切り込み２８を入れてあるので、そこから確実に破断が開始し軸
方向弱化線２７が同図（ｃ）に示すように完全に破断した状態となり、一目で異常を発見
することができ、タンパーエビデント性に優れている。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明の合成樹脂製打栓キャップは、調味料や種々の飲料等の内容物が充填されるガラ
ス瓶、合成樹脂製ボトル及び金属製ボトル、或いは紙製容器に適用でき、使用後にこれら
の容器から工具等を必要とせずに簡単に取り外すことができ、分別廃棄性に優れ、しかも
タンパーエビデント性にも優れているので、産業上の利用可能性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態に係る合成樹脂製打栓キャップの正面断面図である。
【図２】その上蓋を開いた状態での平面図である。
【図３】図３の底面図である。
【図４】図３におけるＡ－Ａ断面図～Ｇ－Ｇ断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る合成樹脂製打栓キャップを容器口に装着した状態での正
面断面図である。
【図６】容器口から本発明の実施形態に係る合成樹脂製打栓キャップを分離するに際して
、軸方向弱化線が破断される工程を示す模式図である。
【図７】従来の打栓キャップにおける上蓋を開いた状態における底面図である。
【図８】図７におけるＡ－Ａ断面図～Ｅ－Ｅ断面図及びＰ－Ｐ断面図である。
【図９】従来の打栓キャップの容器口からのいたずらによる抜け現象を説明する模式図で
ある。
【符号の説明】
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【００３２】
　１　　キャップ本体　　　　　　　　　　　　２　　　上蓋
　５　　頂板部　　　　　　　　　　　　　　　６　　　筒状側壁
　６ａ　内側壁部　　　　　　　　　　　　　　６ｂ　　外側壁部
　９　　インナーリング　　　　　　　　　　　１０　　スコア
　１３　支柱　　　　　　　　　　　　　　　　１５　　筒状突起
　２０　周方向スリット　　　　　　　　　　　２１ａ　分離領域
　２１ａ－１　連結領域側分離領域
　２１ａ－２　ヒンジ連結部下方分離領域
　２１ａ－３　易破断領域側分離領域
　２１ｂ　　　易破断領域　　　　　　　　　　２１ｃ　連結領域
　２３　　　　易破断連結部　　　　　　　　　２４　　非破断連結部
　２５　　　　ヒンジ連結部　　　　　　　　　２５ａ　幅広バンド部
　２５ｂ、ｃ　小幅バンド部　　　　　　　　　２７　　軸方向弱化線
　２８　切込み　　　　　　　　　　　　　　　３１　　天板部
　３３　スカート部　　　　　　　　　　　　　３５　　係合突起
　３７　凹部　　　　　　　　　　　　　　　　４０　　開封用鍔
　４３　凹面　　　　　　　　　　　　　　　　４５　　容器口部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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